
クエアー・I(あ い)か ら口|¨

苦 情 処 理 委 員 会 の ご 案 内

男女平等参画苦情処理委員会は 区が実施する施策のうち 男女平等参画社会の形成に影響を及はすと認めら

れる事項や男女平等参画社会の形成をFn害すると認められる事項について 苦情の申し立てができる機関として

設置されています。

男女平等参画吉情処理委員会は、第二者的視点に立ち 公正 迅速かつ適切に処理することが義務付けられ

ています.委員は男女平等参画社会の形成に深い理解と識見を有する弁護士等の 3人 によりl■織され 合議制

を取ります.

苦情を受け付けた場合 委員会では実態を把lFFし 審議します。結果によって 必要な場合には区長に対し

是正の勧告 要望などを行います。

く問合せ先> 男女社会参画課 男女平等推進係 3579-2486
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回 示1 男女平等 未来へのメッセージ

会場入口に 「未来へのメッセージJの展示を行 tゝ 参加者の皆さ

んから一言メッセージを貼っていただきました。

フォーラム終了後には 皆さんの男女平等参画への思いが集まり

ました.
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「男女平等参画社会実現のための第二次板橋区行動計画の平成 22年度実施結果に関する評価」について

男女平等参画審議会より板橋区長へ答申されました

男女平等参画審議会は、平成 23年 5月 9日 に区長からの諮問を受けて 5回 に

わたる審議を行い 平成 23年 10月 21日 に答申を行いました。

今回の答申では 平成 22年度の評価にカロえ 今年度が最終年となる第二次行

動計画について 5年間分を総括した評価を実施しました.評価では 第四次の

行動計画の推進につなかるよう 提言がなされました。

区では この答申を受けて「男女平等参画社会実現のための板橋区第二次行動

計画実施結果報告書」を4成し 公表しています.
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